
【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年２月12日

【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　西川 卓男

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【事務連絡者氏名】 中村　慎吾

【電話番号】 03-6229-0170

【届出の対象とした募集内国投資信託受益

証券に係るファンドの名称】

ＥＸＥ－ｉ　先進国債券ファンド
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書を提出したこと等に伴い、平成26年８月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と

いう。）の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するために本訂正届出書を提出するものです。

　

２【訂正箇所および訂正事項】

下線部＿が訂正部分です。また、原届出書の更新後の内容を記載する場合は「訂正・更新する旨」、原届出書に追

加される内容を記載する場合は「追加する旨」を記しています。
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第二部 【ファンド情報】

 

第１ 【ファンドの状況】

 

１ 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

③ファンドの特色

※以下の内容に訂正・更新します。

 

（略）

 

EDINET提出書類

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 3/53



 

(3) 【ファンドの仕組み】

（略）

＜訂正前＞

③委託会社の概況（平成26年８月12日現在）

（略）

 

＜訂正後＞

③委託会社の概況（平成27年２月12日現在）

（略）

 

２ 【投資方針】

(1) 【投資方針】

２．運用方法

(ⅱ)投資態度

＜訂正前＞

①　本ファンドは先進国（日本を含む）の債券市場の値動きと同等の投資成果をめざします。シティグループ世

界BIG債券インデックス（円換算ベース）を参考指標とします。（2014年８月12日現在）ただし、当該参考

指標は委託者の判断により予告なく変更する場合があります。

（略）

③　ポートフォリオの国・地域別構成比率（以下、構成比率）等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資

対象ファンドの基本投資割合を調整します。

投資対象ファンドの基本投資割合は、次の通りとします。（2014年８月12日現在）

（1）米国の債券指数に連動する投資対象ファンド 60％

（2）米国以外の債券指数に連動する投資対象ファンド 40％

合 計 100％

（略）

 

＜訂正後＞

①　本ファンドは先進国（日本を含む）の債券市場の値動きと同等の投資成果をめざします。シティグループ世

界BIG債券インデックス（円換算ベース）を参考指標とします。ただし、当該参考指標は委託者の判断によ

り予告なく変更する場合があります。

（略）

③　ポートフォリオの国・地域別構成比率（以下、構成比率）等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資

対象ファンドの基本投資割合を調整します。

投資対象ファンドの基本投資割合は、次の通りとします。

（1）米国の債券指数に連動する投資対象ファンド 60％

（2）米国以外の債券指数に連動する投資対象ファンド 40％

合 計 100％

（略）
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(2) 【投資対象】

＜訂正前＞

〔参考情報〕

投資対象ファンドの概要

投資対象ファンドは2014年８月12日現在において以下を想定しています。ただし、今後投資対象から外したり、

新たなファンドを投資対象とする場合があります。

（略）

 

＜訂正後＞

〔参考情報〕

投資対象ファンドの概要

投資対象ファンドは2015年２月12日現在において以下を想定しています。ただし、今後投資対象から外したり、

新たなファンドを投資対象とする場合があります。

（略）
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３ 【投資リスク】

※以下の内容を追加します。

 

（略）

（略）
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４ 【手数料等及び税金】

(3) 【信託報酬等】

※以下の内容に訂正・更新します。

 

以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬の総額は、信託財産の計算期間を

通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.2484％（税抜：年0.23％）の率を乗じて得た額とします。委託会社、受

託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金

額とします。

 

運用管理費用（信託報酬) 年0.2484％（税抜：年0.23％) 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

内訳

委託会社 年0.108％（税抜：年0.10％)
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロー
ジャー等の対価

販売会社 年0.108％（税抜：年0.10％)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送
付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
等の対価

受託会社 年0.0324％（税抜：年0.03％)
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対
価

投資対象とする投資信託

証券の信託報酬
※1 年0.188％ 投資対象とする投資信託証券の管理報酬等

実質的な負担
※2 年0.4364％程度 －

 

投資顧問（助言）会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。

※1基本投資割合で運用された場合の信託報酬率（年）であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。な

お、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。

※2本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬

率（年）になります。

 

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または信託終了のと

き信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会

社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁

されます。

 

(5) 【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

収益分配時・換金（解約）・償還時に受益者が負担する税金は平成26年８月12日現在、以下の通りです。なお、

以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

（略）

 

＜訂正後＞

収益分配時・換金（解約）・償還時に受益者が負担する税金は平成27年２月12日現在、以下の通りです。なお、

以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

（略）
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５ 【運用状況】

※以下の内容に訂正・更新します。

 

(1) 【投資状況】

(平成26年11月28日現在)

資産の種類 国　名
時価合計
（円）

投資比率
（％）

投資信託受益証券 アメリカ 681,005,127 97.68

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,200,363 2.32

合計(純資産総額) 697,205,490 100.00
 

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

 

その他の資産の投資状況

 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

為替予約取引 買建 ― 15,061,228 2.16
 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 

(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年11月28日現在)

国／
地域

種　類 銘　柄　名
数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(％)

アメリカ
投資信託
受益証券

VANGUARD TOTAL BOND MARKET 41,789 9,684.96 404,725,203 9,781.16 408,745,225 58.63

アメリカ
投資信託
受益証券

ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND
ETF

23,546 12,195.10 287,146,011 11,562.89 272,259,902 39.05
 

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種　　類 投資比率（％）

投資信託受益証券 97.68

合　　計 97.68
 

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。
 

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

資産の種類 通貨
買建／
売建

数量
帳簿価額
（円）

評価額
（円）

投資比率
（％）

為替予約取引 米ドル 買建 127,400.00 15,011,312 15,061,228 2.16
 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

平成26年11月28日（直近日）現在、同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は

次の通りです。

 

年　月　日

純資産総額
（円）

1万口あたり純資産額
（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1計算期間末 (平成26年 5月12日) 394,978,615 394,978,615 10,287 10,287

 平成25年11月末日 215,720,462 ― 10,044 ―

 12月末日 242,716,341 ― 10,257 ―

 平成26年 1月末日 281,819,336 ― 10,133 ―

 2月末日 306,969,573 ― 10,172 ―

 3月末日 410,769,413 ― 10,264 ―

 4月末日 397,837,530 ― 10,300 ―

 5月末日 408,279,790 ― 10,294 ―

 6月末日 436,002,277 ― 10,291 ―

 7月末日 478,444,950 ― 10,394 ―

 8月末日 507,671,013 ― 10,547 ―

 9月末日 555,578,809 ― 10,892 ―

 10月末日 601,514,709 ― 10,930 ―

 11月末日 697,205,490 ― 11,753 ―
 

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

 

② 【分配の推移】

 

期 計算期間 1万口あたりの分配金（円）

第1計算期 平成25年 5月13日～平成26年 5月12日 0
 

 

③ 【収益率の推移】

 

期 計算期間 収益率（％）

第1計算期間 平成25年 5月13日～平成26年 5月12日 2.87

第2計算期間(中間期) 平成26年 5月13日～平成26年11月12日 11.36
 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配

落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た

数を記載しております。

なお、第１計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額10,000円として計算しております。
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(4) 【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。

 

期 計算期間
設定数量
（口）

解約数量
（口）

発行済み数量
（口）

第1計算期間 平成25年 5月13日～平成26年 5月12日 648,610,147 264,656,871 383,953,276

第2計算期間(中間期) 平成26年 5月13日～平成26年11月12日 350,140,817 161,924,831 572,169,262
 

（注）本邦外における販売、解約の実績はありません。

第1計算期間の設定数量には当初設定数量64,296,221口を含みます。
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（参考情報）
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第２ 【管理及び運営】

 

２ 【換金（解約）手続等】

（略）

＜訂正前＞

(ⅱ)その他の一部解約・買取

信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内に異議を述べた

受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買い取るべき

旨を請求することができます。

※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当

該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機

関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。

 

＜訂正後＞

(ⅱ)反対受益者の受益権買取請求の不適用

本ファンドは、受益者が信託約款第38条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一

部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ

ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第39条に規定する信託契約の解約または第44条に規定する

重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受

益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当

該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機

関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。

 

３ 【資産管理等の概要】

(5) 【その他】

＜訂正前＞

(ⅰ)信託の終了

（略）

④　前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の

３分の２以上にあたる多数をもって行います。

（略）

(ⅲ) 約款変更

（略）

②　委託会社は、前記①の事項（前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限

ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行いま

す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の２

週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した

書面決議の通知を発します。

（略）

④　前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の３分の２以

上に当たる多数をもって行います。

（略）

(ⅴ) 反対者の買取請求権

前記（ⅰ）（ⅱ）に規定する信託契約の解約または前記（ⅲ）に規定する重大な信託約款の変更等を行う

場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、
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自己の有する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及

び買取請求の手続に関する事項は、前記（ⅰ）②または前記（ⅲ）②に規定する書面に付記します。

(ⅵ) 運用報告書の作成

ファンドは、毎計算期末 （毎年5月12日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）及び信託終了時

に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社

を通じてお渡しいたします。本ファンドの信託財産の決算の内容は原則として公告されません。

 （略）

 

＜訂正後＞

(ⅰ)信託の終了

（略）

④　前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもっ

て行います。

（略）

(ⅲ) 約款変更

（略）

②　委託会社は、前記①の事項（前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限

り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を

除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合にお

いて、あらかじめ、書面決議の日及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、こ

の信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を

発します。

（略）

④　前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行いま

す。

（略）

(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

本ファンドは、受益者が信託約款第38条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約

の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として

支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第39条に規定する信託契約の解約または第44

条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項

に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

(ⅵ) 運用報告書の作成

ファンドは、毎計算期末 （毎年5月12日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）及び信託終了時

に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売

会社を通じてお渡しいたします。本ファンドの信託財産の決算の内容は原則として公告されません。

（略）
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第３ 【ファンドの経理状況】

※以下の内容を追加します。

 

【中間財務諸表】

1)　　本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令

第38号）並びに、同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平

成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

2)　　本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間（平成26年5月13日から平成

26年11月12日まで）の中間財務諸表について、かえで監査法人による中間監査を受けております。

 

【ＥＸＥ－ｉ　先進国債券ファンド】

(1)【中間貸借対照表】

          (単位：円)

          
第２期中間計算期間
平成26年11月12日現在

資産の部  

 流動資産  

  預金 926,390

  コール・ローン 27,654,100

  投資信託受益証券 629,632,711

  未収入金 8,622,516

  未収利息 7

  流動資産合計 666,835,724

 資産合計 666,835,724

負債の部  

 流動負債  

  未払金 8,622,697

  未払解約金 2,022,195

  未払受託者報酬 80,515

  未払委託者報酬 536,707

  その他未払費用 108,000

  流動負債合計 11,370,114

 負債合計 11,370,114

純資産の部  

 元本等  

  元本 572,169,262

  剰余金  

   中間剰余金又は中間欠損金（△） 83,296,348

  元本等合計 655,465,610

 純資産合計 655,465,610

負債純資産合計 666,835,724
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(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

          (単位：円)

          第２期中間計算期間
自　平成26年５月13日
至　平成26年11月12日

営業収益  

 受取配当金 4,763,505

 受取利息 2,570

 有価証券売買等損益 △14,369,868

 為替差損益 71,411,692

 営業収益合計 61,807,899

営業費用  

 受託者報酬 80,515

 委託者報酬 536,707

 その他費用 170,630

 営業費用合計 787,852

営業利益又は営業損失（△） 61,020,047

経常利益又は経常損失（△） 61,020,047

中間純利益又は中間純損失（△） 61,020,047

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

4,530,860

期首剰余金又は期首欠損金（△） 11,025,339

剰余金増加額又は欠損金減少額 21,078,864

 
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

21,078,864

剰余金減少額又は欠損金増加額 5,297,042

 
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

5,297,042

中間剰余金又は中間欠損金（△） 83,296,348
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(3) 【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

１. 有価証券の評価基準及び評価

方法

投資信託受益証券

移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

  

２. 外貨建資産・負債の本邦通貨

への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国におけ

る計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

  

３. その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に

基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採

用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定によ

り処理し、為替差損益を算定しております。
 

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

期別
第２期中間計算期間
平成26年11月12日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数 572,169,262口

２. 1口当たり純資産額 1.1456円

 (10,000口当たり純資産額) (11,456円)
 

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期中間計算期間（自 平成26年5月13日　至 平成26年11月12日）

該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項目
第２期中間計算期間
平成26年11月12日現在

１. 貸借対照表計上額、時価及び

その差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則

としてすべて時価で評価しているた

め、貸借対照表計上額と時価との差

額はありません。

  

２. 時価の算定方法 ○投資信託受益証券

 （重要な会計方針に係る事項に関す

る注記）に記載しております。

 ○コール・ローン等の金銭債権及び

金銭債務

 これらの科目は短期間で決済される

ため、帳簿価額は時価と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価と

しております。

  

３. 金融商品の時価等に関する事

項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基

づく価額のほか、市場価格がない場

合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定に

おいては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等に

よった場合、当該価額が異なること

もあります。
 

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

（元本の移動）

 

区分
第２期中間計算期間
自 平成26年５月13日
至 平成26年11月12日

投資信託財産に係る元本の状況  

期首元本額 383,953,276円

期中追加設定元本額 350,140,817円

期中一部解約元本額 161,924,831円
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２ 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

※以下の内容に訂正・更新します。

 

 平成26年11月28日現在

Ⅰ　資産総額 734,156,075円

Ⅱ　負債総額 36,950,585円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 697,205,490円

Ⅳ　発行済口数 593,235,277口

Ⅴ　1口あたり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1753円

1万口当たり純資産額 11,753円
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第三部 【委託会社等の情報】

 

第１ 【委託会社等の概況】

 

１ 【委託会社等の概況】

①　資本金の額

＜訂正前＞

(ⅰ)資本金の額(平成26年８月12日現在)

（略）

 

＜訂正後＞

(ⅰ)資本金の額(平成27年２月12日現在)

（略）

 

２ 【事業の内容及び営業の概況】

（略）

＜訂正前＞

  (平成26年６月30日現在)

ファンドの種類 本　数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 32 63,545

単位型株式投資信託 11 42,847
 

 

＜訂正後＞

  (平成26年11月28日現在)

ファンドの種類 本　数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 34 74,784

単位型株式投資信託 10 33,068
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３ 【委託会社等の経理状況】

※以下の内容に訂正・更新します。

(1)　財務諸表の作成方法について

委託会社であるＳＢＩアセットマネジメント株式会社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、ならびに同規則第２条の規定に基づ

き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しております。

また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日

内閣府令第52号）に基づき作成されております。

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第28期事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26

年３月31日）の財務諸表について、及び第29期事業年度の中間会計期間（自 平成26年４月1日 至 平成26年９月30

日）の中間財務諸表について、優成監査法人により監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】

 

区分
注記
番号

第27期 第28期

(平成25年３月31日現在) (平成26年３月31日現在)

金額
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

(資産の部)      

Ⅰ．流動資産      

　　預金  334,768  466,990  

　　前払費用  1,768  2,256  

　　未収委託者報酬  163,962  189,317  

　　未収運用受託報酬  3,930  8,934  

　　未収投資顧問料 *２ 10,865  9,680  

　　繰延税金資産  3,925  1,461  

　　その他  6,058  6,250  

　　流動資産合計  525,280 74.3 684,891 81.2

Ⅱ．固定資産      

　　有形固定資産      

　　　器具備品 *１ 556  521  

リース資産  2,510  1,882  

　　有形固定資産合計  3,066 0.4 2,404 0.3

　　無形固定資産      

　　　電話加入権  67  67  

ソフトウェア  1,034  643  

　　　商標権  1,037  1,301  

　　無形固定資産合計  2,139 0.3 2,011 0.2

　　投資その他の資産      

　　　投資有価証券  51,015  ―  

　　　関係会社株式  97,776  127,776  

　　　長期差入保証金 *２ 26,819  26,819  

　　　長期前払費用  708  ―  

　　投資その他の資産合計  176,319 24.9 154,595 18.3

　　固定資産合計  181,525 25.7 159,011 18.8

　資産合計  706,805 100.0 843,902 100.0
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区分
注記
番号

第27期 第28期

(平成25年３月31日現在) (平成26年３月31日現在)

金額
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

(負債の部)      

Ⅰ．流動負債      

　　預り金  1,646  642  

　　未払金  89,708  105,812  

　　(未払手数料)  (71,217)  (88,074)  

　　未払法人税等  42,681  30,344  

　　未払消費税等  5,123  7,984  

　　リース債務  630  657  

　　流動負債合計  139,791 19.8 145,441 17.2

Ⅱ．固定負債      

　　リース債務  2,058  1,400  

　　固定負債合計  2,058 0.3 1,400 0.2

　負債合計  141,850 20.1 146,842 17.4

(純資産の部)      

Ⅰ．株主資本      

　１　資本金  400,200 56.6 400,200 47.4

　２　利益剰余金      

　　　利益準備金  30,012  30,012  

　　　その他利益剰余金  122,111  266,847  

　　　　繰越利益剰余金  122,111  266,847  

　　　利益剰余金合計  152,123 21.5 296,859 35.2

　　　株主資本合計  552,323  697,059 82.6

Ⅱ. 評価・換算差額等      

　　　その他有価証券評価差額金  12,631  ―  

　　　評価・換算差額等合計  12,631 1.8 ― ―

　純資産合計  564,954 79.9 697,059 82.6

　負債・純資産合計  706,805 100.0 843,902 100.0
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(2) 【損益計算書】

区分
注記
番号

第27期 第28期

自 平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

自 平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

内訳
金額

（千円）
百分比
(％)

内訳
金額

（千円）
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益        

　　　委託者報酬  701,904   954,989   

　　　運用受託報酬  34,647   29,903   

　　　投資顧問料  41,590 778,141 100.0 42,026 1,026,919 100.0

Ⅱ　営業費用        

　　　支払手数料  393,972   533,240   

　　　広告宣伝費  290   1,546   

　　　調査費  17,613   22,204   

　　　(調査費)    (17,613)     (22,204)   

　　　委託計算費  68,027   68,595   

　　　営業雑経費  16,443   17,508   

　　　(通信費)       (870)     (1,021)   

　　　(印刷費)    (13,497)    (14,150)   

　　　(協会費)     (1,530)     (1,615)   

　　　(諸会費)       (454)       (454)   

　　　(その他営業雑経費)        (90) 496,346 63.8     (266) 643,096 62.6

Ⅲ　一般管理費        

　　　給料  111,430   131,402   

　　　(役員報酬)    (15,400)     (15,083)   

　　　(給料・手当)    (96,030)    (116,318)   

　　　交際費  130   90   

　　　旅費交通費  3,359   3,863   

　　　福利厚生費  13,164   15,921   

　　　租税公課  2,574   1,833   

　　　不動産賃借料  21,953   22,283   

　　　器具備品賃借料  75   ―   

　　　消耗品費  1,503   3,640   

　　　事務委託費  8,120   9,963   

　　　退職給付費用  4,750   5,623   

　　　固定資産減価償却費  1,503   1,334   

　　　諸経費  5,164 173,730 22.3 6,194 202,150 19.7

　営業利益   108,063 13.9  181,673 17.7

Ⅳ　営業外収益        

　　　受取利息  72   49   

　　　雑収入  240 312 0.0 221 271 0.0

Ⅴ　営業外費用        

　　　支払利息  126   100   

為替差損  ―   1   

　　　雑損失  49 175 0.0
13.9

0 102 0.0

　経常利益   108,201  181,842 17.7

Ⅵ　特別利益        

投資有価証券償還益  ―   15,240  1.5
     投資有価証券売却益  ― ―  0 15,240 0.0

Ⅶ　特別損失        

　　　投資有価証券売却損  ― ―  9 9 0.0

税引前当期純利益   108,201 13.9  197,073 19.2

法人税、住民税及び事業税   43,847 5.6  49,873 4.9
 法人税等調整額   △2,751 △0.4  2,463 0.2

　当期純利益   67,105 8.6  144,736 14.1
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(3) 【株主資本等変動計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
第27期

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

株主資本   
　資本金   

　　当期首残高 400,200 400,200

　　当期変動額   

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 400,200 400,200

　利益剰余金   
　　利益準備金   

　　　　当期首残高 ― 30,012

　　　　当期変動額   

　　　　　剰余金の配当に伴う積立て 30,012 ―

　　　　　当期変動額合計 30,012 ―

　　　　当期末残高 30,012 30,012

　　その他利益剰余金   

　　　繰越利益剰余金   

　　　　当期首残高 385,137 122,111

　　　　当期変動額   

　　　　　当期純利益 67,105 144,736

　　　　　剰余金（その他利益剰余金）の配当 △300,120 ―

　　　　　剰余金の配当 △30,012 ―

　　　　　当期変動額合計 △263,026 144,736

　　　　当期末残高 122,111 266,847

　利益剰余金合計   
　　当期首残高 385,137 152,123

　　当期変動額   

　　　当期純利益 67,105 144,736

　　　剰余金（その他利益剰余金）の配当 △300,120 ―

　　　剰余金の配当 ― ―

　　　当期変動額合計 △233,014 144,736

　　当期末残高 152,123 296,859

　株主資本合計   
　　当期首残高 785,337 552,323

　　当期変動額   

　　　当期純利益 67,105 144,736

　　　剰余金（その他利益剰余金）の配当 △300,120 ―

　　　当期変動額合計 △233,014 144,736

　　当期末残高 552,323 697,059

評価・換算差額等   
　その他有価証券評価差額金   

　　当期首残高 7,570 12,631

　　当期変動額   

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,061 △12,631

　　　当期変動額合計 5,061 △12,631

　　当期末残高 12,631 ―

　評価・換算差額等合計   
　　当期首残高 7,570 12,631

　　当期変動額   

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,061 △12,631

　　　当期変動額合計 5,061 △12,631

　　当期末残高 12,631 ―

純資産合計   
　当期首残高 792,907 564,954

　当期変動額   

当期純利益 67,105 144,736

剰余金（その他利益剰余金）の配当 △300,120 ―

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,061 △12,631

　　当期変動額合計 △227,952 144,736
　当期末残高 564,954 697,059
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重要な会計方針

１. 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

移動平均法に基づく原価法

② その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお主な耐用年数は、器具備品５-15年であります。

② 無形固定資産

定額法によっております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

                                                                          

会計方針の変更

当社では、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、従来定率法を採用しておりましたが、

親会社の連結決算上の会計処理と統一するため、当期首より定額法に変更しております。

これらの変更による損益に与える影響は軽微であります。

 

EDINET提出書類

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

25/53



 

注記事項

(貸借対照表関係)

 
第27期

(平成25年３月31日現在)
第28期

(平成26年３月31日現在)

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとお
りであります。

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとお
りであります。

器具備品 5,770千円  器具備品 6,432千円  

合計 5,770千円  合計 6,432千円  

＊２ 関係会社に対する資産及び負債  ＊２ 関係会社に対する資産及び負債  

 未収投資顧問料 10,865千円   未収投資顧問料 9,680千円  

 長期差入保証金 26,765千円   長期差入保証金 26,765千円  

        
 

 

(損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)

第27期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
 

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成24年９月28日
臨時株主総会

普通株式 300,120千円 8,200円 平成24年10月４日 平成24年10月４日
 

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

 

 

 

第28期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
 

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

27/53



 

(リース取引関係)

第27期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

本社における複写機（器具備品）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

２.オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

 

 

第28期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容

本社における複写機（器具備品）であります。

(2）リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

２.オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

 

(金融商品関係)

 

第27期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

 

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は資金運用については短期的な預金等に限定しております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資顧問料は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
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② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

平成25年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照くださ

い。）。

                                                                           （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 預金 334,768 334,768 ―

(2) 未収委託者報酬 163,962 163,962 ―

(3) 未収運用受託報酬 3,930 3,930 ―

(4) 未収投資顧問料 10,865 10,865 ―

(5) 投資有価証券

　　 　その他投資有価証券
51,015 51,015 ―

資産計 564,543 564,543 ―

(1) 未払金 89,708 89,708 ―

(2) リース債務 2,689 2,689 ―

負債計 92,398 92,398 ―
 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      

資産

(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資顧問料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は保管受託銀行が算出する基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照下さい。

負債

(1)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
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(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 97,776

(2) 長期差入保証金 26,819
 

 

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示

の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、

時価開示の対象とはしておりません。

 

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

 １年以内

預金 334,768

未収委託者報酬 163,962

未収運用受託報酬 3,930

未収投資顧問料 10,865

合計 513,527
 

 

EDINET提出書類

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

30/53



 

第28期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

 

１．金融商品の状況に関する事項

 

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は資金運用については短期的な預金等に限定しております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資顧問料は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

平成26年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照くださ

い。）。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 預金 466,990 466,990 ―

(2) 未収委託者報酬 189,317 189,317 ―

(3) 未収運用受託報酬 8,934 8,934 ―

(4) 未収投資顧問料 9,680 9,680 ―

資産計 674,921 674,921 ―

(1) 未払金 105,812 105,812 ―

(2) リース債務 2,058 2,058 ―

負債計 107,871 107,871 ―
 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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資産

(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資顧問料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しております。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 127,776

(2) 長期差入保証金 26,819
 

 

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価

開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることか

ら、時価開示の対象とはしておりません。

 

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

 １年以内

預金 466,990

未収委託者報酬 189,317

未収運用受託報酬 8,934

未収投資顧問料 9,680

合計 674,921
 

 

（注４）リース債務の決算日後の返済予定額

 
１年以内
(千円）

１年超２年以内
(千円）

２年超３年以内
(千円）

３年超４年以内
(千円）

４年超５年以内
（千円）

５年超
(千円)

リース債務 657 685 714 ― ― ―
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（有価証券関係）

第27期(平成25年３月31日現在)

１．その他有価証券

 

区分

第27期
(平成25年３月31日現在)

 
 

取得原価
 

（千円）

貸借対照表
日における
貸借対照表
計上額
（千円）

 
 

差額
 

（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

株式

債券

その他

 

 

―

―

38,383

 

 

―

―

51,015

 

 

―

―

12,631

小計 38,383 51,015 12,631

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

株式

債券

その他

 

 

―

―

―

 

 

―

―

―

 

 

―

―

―

小計 ― ― ―

合計 38,383 51,015 12,631
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第28期(平成26年３月31日現在)

１．その他有価証券

該当事項はありません。

                 　　　　　

 

(デリバティブ取引関係)

第27期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

第28期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

 

第27期
自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

１．採用している退職給付制度の概要

　　　当社は、平成14年７月に退職一時金制度から確定

拠出年金制度に移行するとともに、平成15年２月よ

り総合設立型の厚生年金基金に加入しております。

１．採用している退職給付制度の概要

　　同左

２．退職給付債務に関する事項

　　　確定拠出年金制度への移行により、従来の退職給

付引当金残高は全額取り崩しております。

２．退職給付債務に関する事項

　　同左

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用等(注１) 2,408千円

　退職給付費用計 2,408千円

その他(注２) 2,342千円

合計 4,750千円
 

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用等(注１) 2,937千円

　退職給付費用計 2,937千円

その他(注２) 2,685千円

合計 5,623千円
 

(注１)　総合設立型厚生年金基金に対する拠出額

2,408千円は勤務費用に含めております。

(注２)　「その他」は確定拠出年金に対する掛金支

払額であります。

(注１)　総合設立型厚生年金基金に対する拠出額

2,937千円は勤務費用に含めております。

(注２)　「その他」は確定拠出年金に対する掛金支

払額であります。

４．厚生年金基金の年金資産の額

　　　当社は複数事業主制度による総合設立型の厚生年

金基金(関東ITソフトウェア厚生年金基金)に加入し

ております。同年金基金に関する事項は次の通りで

あります。なお、関東ITソフトウェア厚生年金基金

は平成17年10月に東京都小型コンピュータソフト

ウェア産業厚生年金基金から名称変更しておりま

す。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成24年３月

31日現在）

①年金資産 186,189,698千円

②年金財政計算上の給付債務 186,648,697千円

③差引額 458,998千円
 

(2) 制度全体に占める当社の加入員数割合（平成24年

３月31日現在）

当社の加入員数割合　　　0.02％

(3) 補足説明

上記の差引額458,998千円の内訳は、平成24年度

不足金13,412,115千円、別途積立金3,329,843千円

及び資産評価調整額△9,623,273千円であり、本制

度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の

元利均等償却であります。

４．厚生年金基金の年金資産の額

　　　当社は複数事業主制度による総合設立型の厚生年

金基金(関東ITソフトウェア厚生年金基金)に加入し

ております。同年金基金に関する事項は次の通りで

あります。なお、関東ITソフトウェア厚生年金基金

は平成17年10月に東京都小型コンピュータソフト

ウェア産業厚生年金基金から名称変更しておりま

す。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成25年３月

31日現在）

①年金資産 222,956,639千円

②年金財政計算上の給付債務 206,135,147千円

③差引額 16,821,492千円
 

(2) 制度全体に占める当社の加入員数割合（平成25年

３月31日現在）

当社の加入員数割合　　　0.02％

(3) 補足説明

上記の差引額16,821,492千円の内訳は、平成25年

度不足金10,082,271千円、及び平成25年度剰余金

26,903,764千円であり、本制度における過去勤務

債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり

ます。
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(税効果会計関係)

 

第27期
平成25年３月31日現在

第28期
平成26年３月31日現在

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　電話加入権 510千円

　投資有価証券評価損 22,570

　関係会社株式評価損 22,248

 その他 3,926

繰延税金資産小計 49,255

　評価性引当額 △45,330

繰延税金資産合計 3,925

　　　  
 

　

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　電話加入権 510千円

　関係会社株式評価損 22,248

 その他 1,461

繰延税金資産小計 24,220

　評価性引当額 △22,758

繰延税金資産合計 1,461

　　　  

  
 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因と

なった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５

以下であるため、注記を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因と

なった主要な項目別の内訳

  
法定実効税率 38.01％

永久差異 0.02％

評価性引当金の増減 △11.45％

その他 △0.02％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.56％
 

 
３．法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修

正

 

該当事項はありません。

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修
正

   
   該当事項はありません。
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（セグメント情報）

第27期
自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

１．セグメント情報

　　　当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一

セグメントであるため、記載を省略しております。

１．セグメント情報

　　同左

２．関連情報

（1）製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益

が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を

省略しております。

（2）地域ごとの情報

①売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算

書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の

記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事

項はありません。

（3）主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の

10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

２．関連情報

（1）製品及びサービスごとの情報

　　 同左

 

 

（2）地域ごとの情報

①売上高

同左

 

 

②有形固定資産

同左

 

（3）主要な顧客ごとの情報

同左

３. 報告セグメントごとの減損損失に関する情報

該当事項はありません。

３．報告セグメントごとの減損損失に関する情報

同左

４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高

に関する情報

該当事項はありません。

４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高

に関する情報

同左

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情

報　　

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   同左　　　
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(関連当事者情報)

第27期　(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

 

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子会社
ＳＢＩファンドマ
ネジメントカンパ
ニーエスエー

ルクセンブル
グ大公国：ル
クセンブルグ

88
ファンドの
管理会社

(所有)
直接

100％

管理会社に対する
ファンドに関する投
資助言業務
 
役員の兼任

投資顧
問料の
受取

41,590
未収投
資顧問
料

10,865

 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．投資顧問料の料率については、市場の実勢料率を勘案して合理的に決定しております。

３．ＳＢＩファンドマネジメントカンパニーエスエーは平成24年６月28日に減資及び増資を行っております。

 

（イ）財務諸表提出会社のその他の関係会社（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

その他
の関係
会社

ＳＢＩホールディ
ングス株式会社

東京都港区 81,668
グループの
統括・運営

(所有)
間接

48.5％

サービスの提供
役員の兼任

事務所
等の賃
借

21,953
長期差
入保証
金

26,765

 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．事務所等の賃貸については、一般的取引条件と同様に決定しております。

         　　　

 

 

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

　（１）親会社情報

　　モーニングスター株式会社（大阪証券取引所　ジャスダック市場）
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第28期　(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

 

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子会社
ＳＢＩファンドマ
ネジメントカンパ
ニーエスエー

ルクセンブル
グ大公国：ル
クセンブルグ

118
ファンドの
管理会社

(所有)
直接

100％

管理会社に対する
ファンドに関する投
資助言業務
 
役員の兼任

投資顧
問料の
受取

 42,026
未収投
資顧問
料

9,680

 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．投資顧問料の料率については、市場の実勢料率を勘案して合理的に決定しております。

３．ＳＢＩファンドマネジメントカンパニーエスエーは平成26年３月13日に増資を行っております。

 

（イ）財務諸表提出会社のその他の関係会社（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

その他
の関係
会社

ＳＢＩホールディ
ングス株式会社

東京都港区 81,681
グループの
統括・運営

(所有)
間接

49.2％

サービスの提供
役員の兼任

事務所
等の賃
借

22,283
長期差
入保証
金

26,765

 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．事務所等の賃貸については、一般的取引条件と同様に決定しております。

 

                            

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

　（１）親会社情報

　　モーニングスター株式会社（東京証券取引所　ジャスダック市場）
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(１株当たり情報)

 

 
第27期

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

１株当たり純資産額 15,435円92銭 19,045円35銭

１株当たり当期純利益 1,833円48銭 3,954円55銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。
 

(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
第27期

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

当期純利益(千円) 67,105 144,736

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利
益　　　　　　(千円)

67,105 144,736

期中平均株式数(株) 36,600 36,600
 

 

(重要な後発事象)

第27期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

該当事項はありません。

 

第28期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

該当事項はありません。
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中間財務諸表

 

中間貸借対照表

 

科　　目
注記

番号

第29期中間会計期間

(平成26年９月30日)

金　　　額（千円） 構成比(％)

(資産の部)    

Ⅰ． 流動資産    

　　　現金及び預金  531,935  

　　　前払費用  3,283  

　　　未収委託者報酬  224,273  

　　　未収運用受託報酬  6,969  

　　　未収投資顧問料  6,641  

　　　繰延税金資産  3,428  

　　　その他  7,982  

　　　　流動資産合計  784,513 83.7

Ⅱ． 固定資産    

１　有形固定資産 ＊1   

　　器具備品  2,075  

　　　有形固定資産合計  2,075 0.2

２　無形固定資産    

　　電話加入権  67  

　　ソフトウェア  450  

　　商標権  1,190  

　　　無形固定資産合計  1,707 0.2

３　投資その他の資産    

　　関係会社株式  127,776  

　　長期差入保証金  20,822  

　　　投資その他の資産合計  148,598 15.9

　　　固定資産合計  152,381 16.3

資産合計  936,895 100.0
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科　　目
注記

番号

第29期中間会計期間

(平成26年９月30日)

金　　　額(千円) 構成比(％)

(負債の部)    

Ⅰ． 流動負債    

　　　預り金  757  

　　　未払金  117,064  

　　　（未払手数料） ＊２ (99,968)  

　　　未払法人税等  39,717  

　　　未払消費税等 ＊３ 11,862  

　　　リース債務  671  

　　　 流動負債合計  170,073 18.2

Ⅱ． 固定負債    

　　　リース債務  1,061  

　　　 固定負債合計  1,061 0.1

負債合計  171,134 18.3

(純資産の部)    

Ⅰ．株主資本    

　１ 資本金  400,200 42.7

　２ 利益剰余金    

　　 利益準備金  30,012  

　　 その他利益剰余金    

　　　 繰越利益剰余金  335,548  

　　　 利益剰余金合計  365,560 39.0

　　　 株主資本合計  765,760 81.7

　　　 純資産合計  765,760 81.7

負債・純資産合計  936,895 100.0
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中間損益計算書

 

科　　目

注

記

番

号

第29期中間会計期間

自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日

内　訳（千円） 金　額（千円） 百分比(％)

Ⅰ． 営業収益     

委託者報酬  562,148   

運用受託報酬  21,977   

投資顧問料  14,341 598,467 100.0

Ⅱ． 営業費用  384.742   

Ⅲ． 一般管理費 ＊１ 108,486 493,229 82.4

営業利益   105,238 17.6

Ⅳ． 営業外収益   39 0.0

Ⅴ． 営業外費用   87 0.0

経常利益   105,191 17.6

税引前中間純利益   105,191 17.6

法人税、住民税及び事業税   38,457 6.4

法人税等調整額   △1,966 △0.3

中間純利益   68,700 11.5
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重要な会計方針

１．資産の評価基準及び評価方法 有価証券

　関係会社株式

 移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

定額法によっております。なお、主な耐用年数は、器具備品５～15年で

あります。

　

(2)無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

 

３. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。

４．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

第29期中間会計期間

(平成26年９月30日)

 

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

 器具備品   6,761千円  

 合計   6,761千円  

＊２．未払金の内訳科目として未払手数料を表示しております。

＊３．消費税及び地方消費税の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

 
 

 

(中間損益計算書関係)

第29期中間会計期間

自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日

 

＊１．減価償却実施額     

有形固定資産   328千円  

無形固定資産   328千円  

     
 

 

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産　本社におけるプリンタ複合機であります。

②　リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

（金融商品関係）

第29期中間会計期間（平成26年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成26年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照

ください。）。
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（単位：千円）

 
中間貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 531,935 531,935 ―

(2) 未収委託者報酬 224,273 224,273 ―

(3) 未収運用受託報酬 6,969 6,969 ―

(4) 未収投資顧問料 6,641 6,641 ―

資産計 769,819 769,819 ―

(1) 未払金 117,064 117,064 ―

負債計 117,064 117,064 ―
 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資顧問料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分 中間貸借対照表計上額

(1) 関係会社株式 127,776

(2) 長期差入保証金 20,822
 

(1) 関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、時価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であるこ

とから、時価開示の対象とはしておりません。
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(セグメント情報等)

第29期中間会計期間

自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日

　

１.セグメント情報

当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２.関連情報

（1）製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省

略しております。

（2）地域ごとの情報

①売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の記

載を省略しております。

②有形固定資産

本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。

（3）主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

３.報告セグメントごとの減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

項　 　目

第29期中間会計期間

自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日

１株当たり純資産額 20,922円41銭

１株当たり中間純利益 1,877円05銭
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり純資産の算定上の基礎は次のとおりであります。

項    目
第29期中間会計期間

（平成26年９月30日）

中間貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円）
765,760

普通株式に係る純資産額（千円） 765,760

差額の主な内訳（千円） ―

普通株式の発行済株式数（株） 36,600

１株当たり純資産の算定に用いられた

普通株式の数（株）
36,600

 

３．１株当たり中間純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

項    目

第29期中間会計期間

自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日

中間純利益（千円）

普通株主に帰属しない金額（千円）

普通株式にかかる中間純利益（千円）

期中平均株式数（株）

  68,700

         ―

68,700

36,600
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第２【その他の関係法人の概況】

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

 名　　　　称
資本金の額

(平成26年3月末日現在)
事業の内容

受託会社 株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

再信託受託

会社

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社
51,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

販売会社

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

「金融商品取引法」に定め

る第一種金融商品取引業を

営んでいます。

髙木証券株式会社 11,069百万円

立花証券株式会社 6,695百万円

エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円

むさし証券株式会社 5,000百万円

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円

株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円 銀行法に基づき、銀行業を

営んでいます。株式会社近畿大阪銀行 38,971百万円

投資顧問

会社

モーニングスター・アセット・マ

ネジメント株式会社
30百万円

「金融商品取引法」に定め

る金融商品取引業として投

資助言・代理業を営んでい

ます。
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＜訂正後＞

 名　　　　称
資本金の額

(平成26年9月末日現在)
事業の内容

受託会社 株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

再信託受託

会社

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社
51,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

販売会社

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

「金融商品取引法」に定め

る第一種金融商品取引業を

営んでいます。

髙木証券株式会社 11,069百万円

立花証券株式会社 6,695百万円

エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円

むさし証券株式会社 5,000百万円

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円

株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円 銀行法に基づき、銀行業を

営んでいます。株式会社近畿大阪銀行 38,971百万円

投資顧問

会社

モーニングスター・アセット・マ

ネジメント株式会社
30百万円

「金融商品取引法」に定め

る金融商品取引業として投

資助言・代理業を営んでい

ます。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

平成27年1月14日
 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中
 

 

かえで監査法人  
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　山下章太　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　佐武　伸　　印

 

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられているＥＸＥ－ｉ 先進国債券ファンドの平成26年5月13日から平成26年11月12日までの中間計算期間の中間財務

諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

 
中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＥＸＥ－ｉ 先進国債券ファンドの平成26年11月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期

間（平成26年5月13日から平成26年11月12日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 
利害関係

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

 
以　　上

 
 

※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
 

次へ

EDINET提出書類

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

51/53



独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

平成26年11月26日
 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

取　　締　　役　　会　　　御中
 

 

優　　成　　監　　査　　法　　人  
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　 小松　亮一　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　 中田　啓　　　印

 

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

掲げられているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第29期事業年度

の中間会計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 
中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成26年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　　上

 
 

※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成26年６月12日
 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

取　　締　　役　　会　　御中
 

 

優　　成　　監　　査　　法　　人  
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　 鶴見　寛　　　㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　 小松　亮一　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

掲げられているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第28期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について

監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＳＢＩ

アセットマネジメント株式会社の平成26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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